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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データを取得する情報取得部と、
　外部装置と通信を行う通信部と、
　を含み、
　前記通信部は、
　前記データの分割データが各パケットのペイロードに格納された複数のパケットにより
構成されるブロックを、アクノリッジなしリードのプロパティが与えられた第１のキャラ
クタリスティックで送信し、送信した前記ブロックの前記外部装置における受信結果を、
アクノリッジ付きライトのプロパティが与えられた第２のキャラクタリスティックでブロ
ック毎に受信することを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記通信部は、
　前記受信結果として、前記ブロックの送信に対するアクノリッジを、前記第２のキャラ
クタリスティックで受信した場合には、前記外部装置による前記ブロックの受信が成功し
たと判定することを特徴とする情報処理装置。
【請求項３】
　請求項１において、
　前記通信部は、
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　前記受信結果として、送信した前記ブロックに含まれる前記複数のパケットのうちのい
ずれかのパケットを示すシーケンス番号を、前記第２のキャラクタリスティックで受信し
た場合には、前記パケットのうち、前記シーケンス番号に対応するパケットから再送を行
うことを特徴とする情報処理装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれかにおいて、
　前記通信部は、
　前記データを送信可能な状態になった場合に、アクノリッジ付きリードのプロパティが
与えられた第３のキャラクタリスティックで、前記データのアップロードデータサイズを
前記外部装置へ送信することを特徴とする情報処理装置。
【請求項５】
　データを取得する情報取得部と、
　外部装置と通信を行う通信部と、
　を含み、
　前記外部装置が、前記外部装置の送信データの分割データが各パケットのペイロードに
格納された複数のパケットにより構成されるブロックを、送信した場合に、
　前記通信部は、
　アクノリッジなしライトのプロパティが与えられた第１のキャラクタリスティックで、
前記ブロックを前記外部装置から受信し、前記ブロックの受信結果を、アクノリッジ付き
リードのプロパティが与えられた第２のキャラクタリスティックでブロック毎に送信する
ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項６】
　請求項５において、
　前記通信部は、
　前記外部装置から受信した前記ブロックに含まれる前記複数のパケットのうち、受信に
失敗したパケットに対応するシーケンス番号を、前記受信結果として、前記第２のキャラ
クタリスティックで送信することを特徴とする情報処理装置。
【請求項７】
　請求項５において、
　前記通信部は、
　前記受信結果として、受信した前記ブロックに含まれる前記複数のパケットのうちのい
ずれかのパケットを示すシーケンス番号を、前記第２のキャラクタリスティックで送信し
た場合には、前記シーケンス番号に対応するパケットから前記複数のパケットを再度受信
することを特徴とする情報処理装置。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれかにおいて、
　前記通信部は、
　アクノリッジ付きライトのプロパティが与えられた第４のキャラクタリスティックで、
通信速度変更指示を受信し、受信した前記通信速度変更指示に基づいて通信速度を変更し
、アクノリッジ付きリードのプロパティが与えられた第５のキャラクタリスティックで、
通信速度変更完了通知を送信することを特徴とする情報処理装置。
【請求項９】
　請求項１乃至８のいずれかにおいて、
　前記データは、
　脈拍数、歩数、消費カロリー、摂取カロリー、精神ストレス情報及び睡眠情報のうちの
少なくとも１つの生体情報を含むことを特徴とする情報処理装置。
【請求項１０】
　データを取得し、
　前記データの分割データが各パケットのペイロードに格納された複数のパケットにより
構成されるブロックを、アクノリッジなしリードのプロパティが与えられた第１のキャラ
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クタリスティックで外部装置へ送信し、
　前記外部装置における前記ブロックの受信結果を、アクノリッジ付きライトのプロパテ
ィが与えられた第２のキャラクタリスティックでブロック毎に受信することを特徴とする
通信方法。
【請求項１１】
　外部装置が、前記外部装置の送信データの分割データが各パケットのペイロードに格納
された複数のパケットにより構成されるブロックを、送信した場合に、アクノリッジなし
ライトのプロパティが与えられた第１のキャラクタリスティックで、前記ブロックを前記
外部装置から受信し、
　前記ブロックの受信結果を、アクノリッジ付きリードのプロパティが与えられた第２の
キャラクタリスティックでブロック毎に前記外部装置へ送信することを特徴とする通信方
法。
【請求項１２】
　データを取得する第１の情報処理装置と、
　前記第１の情報処理装置と通信を行う第２の情報処理装置と、
　を含み、
　前記第１の情報処理装置は、
　前記データの分割データが各パケットのペイロードに格納された複数のパケットにより
構成されるブロックを、アクノリッジなしリードのプロパティが与えられた第１のキャラ
クタリスティックで、前記第２の情報処理装置へ送信し、
　前記第２の情報処理装置は、
　前記第１のキャラクタリスティックで前記ブロックを受信し、前記ブロックの受信結果
を、アクノリッジ付きライトのプロパティが与えられた第２のキャラクタリスティックで
ブロック毎に前記第１の情報処理装置へ送信し、
　前記第１の情報処理装置は、
　前記第２のキャラクタリスティックで前記受信結果をブロック毎に受信することを特徴
とする通信システム。
【請求項１３】
　データを取得する第１の情報処理装置と、
　前記第１の情報処理装置と通信を行う第２の情報処理装置と、
　を含み、
　前記第２の情報処理装置は、
　前記第２の情報処理装置の送信データの分割データが各パケットのペイロードに格納さ
れた複数のパケットにより構成されるブロックを、アクノリッジなしライトのプロパティ
が与えられた第１のキャラクタリスティックで、前記第１の情報処理装置へ送信し、
　前記第１の情報処理装置は、
　前記第１のキャラクタリスティックで前記ブロックを受信し、前記ブロックの受信結果
を、アクノリッジ付きリードのプロパティが与えられた第２のキャラクタリスティックで
ブロック毎に前記第２の情報処理装置へ送信し、
　前記第２の情報処理装置は、
　前記第２のキャラクタリスティックで前記受信結果をブロック毎に受信することを特徴
とする通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置、通信方法及び通信システム等に関係する。
【背景技術】
【０００２】
　昨今、ブルートゥースローエナジー（Bluetooth（登録商標） Low Energy、略称ＢＬＥ
）が策定され、スマートデバイス（クライアント、ペリフェラル）とヘルスケアデバイス
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（サーバー、ホスト）を簡単に、しかも省電力で接続できるようになった。従来のブルー
トゥースのプロファイルとは異なり、ＢＬＥでは特定のユースケース（運動、健康、スマ
ートフォン連携等）に特化したプロファイルが策定され、策定された標準プロファイルに
対応すれば、異なる機器間の相互接続性も保証される。
【０００３】
　このＢＬＥの仕様を定めた各種資料は、例えば下記の非特許文献１の欄に記載したＵＲ
Ｌのウェブページにおいて公開されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】https://www.bluetooth.org/ja-jp/specification/adopted-specificat
ions
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　前述したＢＬＥの標準プロファイルでは、脈、体温、歩数及び消費カロリーなどの第１
の生体情報の送受信方法について規定されており、省電力を維持したまま、ヘルスケアデ
バイスからスマートデバイスへリアルタイム性を満たすように、第１の生体情報を連続し
て送信可能である。
【０００６】
　しかし、リアルタイムな通信方法については規定されているものの、所定期間蓄積され
たデータを一括して送受信する方法や、所定期間蓄積されたデータに基づいて算出される
第２の生体情報、例えば摂取カロリー、精神ストレス情報、睡眠情報及び行動分析情報等
の送受信方法については、標準化されていない。そして、仮に第１の生体情報と同様に、
逐次変化する第２の生体情報のデータを連続的に送信する場合には、省電力性を維持でき
なくなるという問題が発生する。
【０００７】
　また他にも、ヘルスケアデバイスとスマートデバイス間の通信が切断されてしまうと、
通信が切断されている間に検出された第１の生体情報を送受信することができないという
問題もある。再接続した後に、切断されている間に検出された第１の生体情報のデータを
まとめて送受信しようとしても、前述した第２の生体情報のケースと同様に、省電力性を
維持できなくなるためである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一態様は、情報を取得する情報取得部と、近接無線通信により外部装置と通信
を行う通信部と、を含み、前記通信部は、前記情報のデータを、複数のパケットにより構
成される複数のブロックに分割し、アクノリッジなしリードのプロパティが与えられた第
１のキャラクタリスティックで、前記複数のブロックを送信し、前記外部装置におけるブ
ロックの受信結果を、アクノリッジ付きライトの前記プロパティが与えられた第２のキャ
ラクタリスティックで受信する情報処理装置に関係する。
【０００９】
　本発明の一態様では、情報処理装置が、複数のパケットから構成されるブロックへ情報
を分割し、外部装置へブロック毎に情報を送信し、外部装置からブロック毎にその受信結
果を受信する。
【００１０】
　よって、近接無線通信の標準プロファイルにより送受信可能な第１のデータ量よりも大
きい第２のデータ量のデータを、近接無線通信により送受信することが可能となる。
【００１１】
　また、本発明の一態様では、前記通信部は、前記受信結果として、前記ブロックの送信
に対するアクノリッジを、前記第２のキャラクタリスティックで受信した場合には、前記
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外部装置による前記ブロックの受信が成功したと判定してもよい。
【００１２】
　これにより、１回受信結果を受信するだけで、複数のパケット送信の成否を判定するこ
と等が可能になる。
【００１３】
　また、本発明の一態様では、前記通信部は、前記受信結果として、送信した前記ブロッ
クに含まれる前記複数のパケットのうちのいずれかのパケットを示すシーケンス番号を、
前記第２のキャラクタリスティックで受信した場合には、前記複数のパケットのうち、前
記シーケンス番号に対応するパケットから再送を行ってもよい。
【００１４】
　これにより、各ブロックに含まれる複数のパケットを全て再送するのではなく、パケッ
トの受信失敗が発生した後のパケットだけを送信すること等が可能になる。
【００１５】
　また、本発明の一態様では、前記通信部は、前記情報を送信可能な状態になった場合に
、アクノリッジ付きリードの前記プロパティが与えられた第３のキャラクタリスティック
で、前記情報のアップロードデータサイズを前記外部装置へ送信してもよい。
【００１６】
　これにより、データの送信を開始することと、アップロードデータサイズとを通知する
と共に、外部装置が送信開始を了解した旨を受信すること等が可能になる。
【００１７】
　また、本発明の他の態様は、情報を取得する情報取得部と、近接無線通信により外部装
置と通信を行う通信部と、を含み、前記通信部は、前記情報のデータを、複数のパケット
により構成される複数のブロックに分割し、アクノリッジなしライトのプロパティが与え
られた第１のキャラクタリスティックで、前記複数のブロックを受信し、ブロックの受信
結果を、アクノリッジ付きリードの前記プロパティが与えられた第２のキャラクタリステ
ィックで送信する情報処理装置に関係する。
【００１８】
　本発明の他の態様では、情報処理装置が、複数のパケットから構成されるブロックへ分
割された情報を、ブロック毎に外部装置から受信し、外部装置へブロック毎にその受信結
果を送信する。
【００１９】
　よって、近接無線通信の標準プロファイルにより送受信可能な第１のデータ量よりも大
きい第２のデータ量のデータを、近接無線通信により送受信することが可能となる。
【００２０】
　また、本発明の他の態様では、前記通信部は、送信された前記ブロックに含まれる前記
複数のパケットのうち、受信に失敗したパケットに対応するシーケンス番号を、前記受信
結果として、前記第２のキャラクタリスティックで送信してもよい。
【００２１】
　これにより、受信に失敗した最初のパケットのシーケンス番号を、外部装置へ通知する
こと等が可能になる。
【００２２】
　また、本発明の他の態様では、前記通信部は、前記受信結果として、受信した前記ブロ
ックに含まれる前記複数のパケットのうちのいずれかのパケットを示すシーケンス番号を
、前記第２のキャラクタリスティックで送信した場合には、前記シーケンス番号に対応す
るパケットから前記複数のパケットを再度受信してもよい。
【００２３】
　これにより、各ブロックに含まれる複数のパケットを全て再度受信するのではなく、パ
ケットの受信失敗が発生した後のパケットだけを再度受信すること等が可能になる。
【００２４】
　また、本発明の他の態様では、前記通信部は、アクノリッジ付きライトの前記プロパテ
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ィが与えられた第４のキャラクタリスティックで、通信速度変更指示を受信し、受信した
前記通信速度変更指示に基づいて通信速度を変更し、アクノリッジ付きリードの前記プロ
パティが与えられた第５のキャラクタリスティックで、通信速度変更完了通知を送信して
もよい。
【００２５】
　これにより、受信した通信速度変更指示が示す通信速度で通信を行うこと等が可能にな
る。
【００２６】
　また、本発明の一態様では、前記情報は、脈拍数、歩数、消費カロリー、摂取カロリー
、精神ストレス情報及び睡眠情報のうちの少なくとも１つの生体情報を含んでもよい。
【００２７】
　これにより、被検体の生体情報を送信すること等が可能になる。
【００２８】
　また、本発明の他の態様は、情報を取得し、前記情報のデータを、複数のパケットによ
り構成される複数のブロックに分割し、近接無線通信により、アクノリッジなしリードの
プロパティが与えられた第１のキャラクタリスティックで、前記複数のブロックを外部装
置へ送信し、前記外部装置におけるブロックの受信結果を、アクノリッジ付きライトの前
記プロパティが与えられた第２のキャラクタリスティックで受信する通信方法に関係する
。
【００２９】
　また、本発明の他の態様は、情報を取得し、前記情報のデータを、複数のパケットによ
り構成される複数のブロックに分割し、近接無線通信により、アクノリッジなしライトの
プロパティが与えられた第１のキャラクタリスティックで、前記複数のブロックを外部装
置から受信し、ブロックの受信結果を、アクノリッジ付きリードの前記プロパティが与え
られた第２のキャラクタリスティックで前記外部装置へ送信する通信方法に関係する。
【００３０】
　また、本発明の他の態様は、情報を取得する第１の情報処理装置と、近接無線通信によ
り前記第１の情報処理装置と通信を行う第２の情報処理装置と、を含み、前記第１の情報
処理装置は、前記情報のデータを、複数のパケットにより構成される複数のブロックに分
割し、アクノリッジなしリードのプロパティが与えられた第１のキャラクタリスティック
で、前記第２の情報処理装置へ前記複数のブロックを送信し、前記第２の情報処理装置は
、前記第１のキャラクタリスティックで前記複数のブロックを受信し、前記ブロックの受
信結果を、アクノリッジ付きライトの前記プロパティが与えられた第２のキャラクタリス
ティックで前記第１の情報処理装置へ送信し、前記第１の情報処理装置は、前記第２のキ
ャラクタリスティックで前記受信結果を受信する通信システムに関係する。
【００３１】
　また、本発明の他の態様は、情報を取得する第１の情報処理装置と、近接無線通信によ
り前記第１の情報処理装置と通信を行う第２の情報処理装置と、を含み、前記第１の情報
処理装置は、前記情報のデータを、複数のパケットにより構成される複数のブロックに分
割し、アクノリッジなしライトのプロパティが与えられた第１のキャラクタリスティック
で、前記第２の情報処理装置へ前記複数のブロックを送信し、前記第２の情報処理装置は
、前記第１のキャラクタリスティックで前記複数のブロックを受信し、前記ブロックの受
信結果を、アクノリッジ付きリードの前記プロパティが与えられた第２のキャラクタリス
ティックで前記第１の情報処理装置へ送信し、前記第１の情報処理装置は、前記第２のキ
ャラクタリスティックで前記受信結果を受信する通信システムに関係する。
【００３２】
　本発明の幾つかの態様によれば、近接無線通信の標準プロファイルにより送受信可能な
第１のデータ量よりも大きい第２のデータ量のデータを、近接無線通信により送受信する
ことができる情報処理装置、通信方法及び通信システム等を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
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【００３３】
【図１】図１（Ａ）、図１（Ｂ）は、本実施形態のシステム構成例。
【図２】ブロックの説明図。
【図３】パケットの説明図。
【図４】アップロードシーケンスの処理の流れを説明するシーケンス図。
【図５】アップロードシーケンスの処理の流れを説明する他のシーケンス図。
【図６】ダウンロードシーケンスの処理の流れを説明するシーケンス図。
【図７】ダウンロードシーケンスの処理の流れを説明する他のシーケンス図。
【図８】通信速度変更シーケンスの処理の流れを説明するシーケンス図。
【図９】生体情報測定装置、情報処理装置及びこれらを含む通信システムのシステム構成
例。
【図１０】第１の生体情報と第２の生体情報の説明図。
【図１１】第１の通信周期と第２の通信周期の説明図。
【図１２】遅延時間により分散された送信タイミングの説明図。
【図１３】本実施形態の全体の処理の流れを説明するシーケンス図。
【図１４】図１４（Ａ）、図１４（Ｂ）は、本実施形態の生体情報測定装置の外観図。
【図１５】本実施形態の生体情報測定装置の外観図。
【図１６】生体情報測定装置の装着及び情報処理装置との通信についての説明図。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　以下、本実施形態について説明する。なお、以下で説明する本実施形態は、特許請求の
範囲に記載された本発明の内容を不当に限定するものではない。また、本実施形態で説明
される構成の全てが、本発明の必須構成要件であるとは限らない。
【００３５】
　１．本実施形態の概要
　本実施形態の情報処理装置、通信方法及び通信システム等では、近接無線通信の標準プ
ロファイルにより送受信可能な第１のデータ量よりも大きい第２のデータ量のデータを、
近接無線通信により送受信することを可能にする。
【００３６】
　本実施形態では、例えば近接無線通信としてＢＬＥ通信を用いて、ヘルスケアデバイス
（サーバー、ホスト）からスマートデバイス（クライアント、ペリフェラル）への生体情
報の送受信を行う場合の処理について説明する。なお、ＢＬＥは、従来の近接無線通信よ
りも省電力性に優れた通信方式である。また、ヘルスケアデバイスは、前述した情報処理
装置の一つである。
【００３７】
　ここで、ヘルスケアデバイスが送信する生体情報には、第１の生体情報（または第１の
生体データ）と第２の生体情報（または第２の生体データ）がある。そして、第１の生体
情報は、具体的には脈、体温、血圧、血糖値、歩数及び消費カロリーなどの情報であり、
第１のデータ量を有している。一方、第２の生体情報は、例えば摂取カロリー、精神スト
レス情報（メンタル状態）、行動分析情報及び睡眠情報等であり、第１のデータ量よりも
大きい第２のデータ量を有している。また、第１の生体情報と第２の生体情報は、どちら
も逐次変化する情報である。なお、第１の生体情報は、ユーザーが自身の体の状況を把握
するために、リアルタイムで通信して、ユーザーに通知する必要がある情報（要求される
応答待ち時間が短い情報）であるが、第２の生体情報は、リアルタイムで把握することよ
りも、所定期間、例えば１時間ごとにその期間における情報を提供することができればよ
い情報（要求される応答待ち時間が長い情報）である。
【００３８】
　そして、ＢＬＥの標準プロファイルでは、第１の生体情報の送受信方法については規定
されているため、省電力性を維持したまま、ヘルスケアデバイスからスマートデバイスへ
リアルタイム性を満たすように、第１の生体情報を連続して送信可能である。
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【００３９】
　しかし、ＢＬＥの標準プロファイルでは、それ以外の第２の生体情報の送受信方法につ
いては、規定されていない。そもそもＢＬＥでは、比較的データ量の大きいデータの送受
信については、想定されていないためである。そのため、仮に第１の生体情報と同様に、
第２の生体情報のデータを連続的に送信する場合には、第２のデータ量が第１のデータ量
よりも大きいために、省電力性を維持できなくなるという問題が発生する。また、第１の
生体情報を所定期間蓄積し、それらを一括してＢＬＥで送信する場合にも同様である。
【００４０】
　そこで本実施形態では、ＢＬＥ通信を用いて、要求される応答待ち時間の短い、第１の
生体情報等のデータやサマリーデータのみを、短い周期で連続的に送信し、一方で、第２
の生体情報等の詳細データを別途まとめて送信する。
【００４１】
　具体的に、本実施形態では、第２のデータ量のデータを送信するために、独自プロファ
イルを規定し、この独自プロファイルに基づいて、第２の生体情報の送受信を行う。本実
施形態の独自プロファイルに基づく通信では、前述したように、第１の生体情報と同じ短
い通信周期で、第２の生体情報を連続的に送信するのではなく、ヘルスケアデバイスの記
憶部に時刻情報と関連付けて記録し、第２の生体情報のデータを一つの塊として１時間毎
にまとめて送信する。
【００４２】
　これにより、省電力性を維持しつつ、ヘルスケアデバイスからスマートデバイスへ、第
１の生体情報だけでなく、第２の生体情報も送信することが可能になる。
【００４３】
　さらに、前述したように、ヘルスケアデバイスとスマートデバイスとの通信が切断され
てしまった場合には、通信が切断されている間に検出された第１の生体情報を、スマート
デバイスが受信できないという問題もある。
【００４４】
　この問題に対して、本実施形態では、通信の切断中に検出された第１の生体情報を、ヘ
ルスケアデバイスの記憶部に記憶しておき、再接続後に、独自プロファイルに基づいて、
未送信の第１の生体情報をまとめて送信する。これにより、スマートデバイスにおいて、
第１の生体情報の取得漏れが生じることを防ぐことが可能となる。
【００４５】
　また、本実施形態では、独自プロファイルに基づいて通信を行う間、ＢＬＥの通信速度
を引き上げ、送受信完了後に通信速度を標準プロファイルで策定されている通信速度に戻
す処理も行う。なお、通信速度を変更した場合にも、標準プロファイルに基づいて第１の
生体情報を変わりなく送信することが可能である。また、独自プロファイルに基づいて第
２の生体情報を送信している間にも、並列して、標準プロファイルに基づいて第１の生体
情報を送信することも可能である。
【００４６】
　以下では、先に本実施形態の独自プロファイルに基づく通信方法の詳細について説明す
る。その後に、標準プロファイルに基づいて第１の生体情報を送信し、独自プロファイル
に基づいて第２の生体情報を送信する例について説明する。
【００４７】
　２．独自プロファイルに基づく通信方法
　２．１．システム構成例
　まず、図１（Ａ）に本実施形態の情報処理装置１０の構成例を示す。本実施形態の情報
処理装置１０は、情報を取得する情報取得部１１と、近接無線通信により外部装置５０と
通信を行う通信部１３と、を含む。なお、本実施形態の情報処理装置１０は、例えばヘル
スケアデバイスにより実現される。そして、情報取得部１１及び通信部１３の機能は、各
種プロセッサー（ＣＰＵ等）、ＡＳＩＣ（ゲートアレイ等）などのハードウェアや、プロ
グラムなどにより実現できる。また、情報処理装置１０の構成は、図１（Ａ）の構成に限
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定されず、これらの一部の構成要素を省略したり、他の構成要素を追加したりするなどの
種々の変形実施が可能である。但し、情報処理装置１０の一部又は全部の機能は、外部装
置５０と通信により接続されたサーバーにより実現されてもよい。
【００４８】
　２．２．プロパティ
　ＢＬＥでは、各キャラクタリスティック（Characteristic）に対して、それぞれプロパ
ティ（Property）が与えられている。プロパティとは、そのキャラクタリスティックを用
いてデータの送受信を行う際の一連の通信シーケンスの種別を定めるもののことであり、
大きく分類して、ライト（Write）とリード（Read）がある。
【００４９】
　まず、リードとは、サーバー（又はホスト、本例ではヘルスケアデバイス）がクライア
ント（ペリフェラル、本例ではスマートデバイス）へ、データを送信する際のキャラクタ
リスティックに与えられるプロパティである。さらに、リードには、アクノリッジ（Ackn
owledge：ＡＣＫ）付きリードと、アクノリッジなしリードがある。前述した非特許文献
１の仕様書に記載される言葉で言い換えれば、アクノリッジ付きリードとは、インディケ
イト（Indicate）のことであり、アクノリッジなしリードは、ノーティフィケーション（
Notification）のことである。
【００５０】
　そして、アクノリッジ付きリードが与えられたキャラクタリスティックで、サーバーか
らクライアントへデータを送信し、クライアントがデータを正常に受信した場合には、同
一のキャラクタリスティックで、クライアントからサーバーへ、アクノリッジを返す。
【００５１】
　一方、アクノリッジなしリードが与えられたキャラクタリスティックで、サーバーから
クライアントへデータを送信した場合には、データ受信の成否に関わらず、クライアント
からサーバーへアクノリッジを返す必要はない。
【００５２】
　また、ライトとは、リードとは逆に、クライアントからサーバーへ、データを送信する
際のキャラクタリスティックに与えられるプロパティである。
【００５３】
　さらに、ライトには、リード同様に、アクノリッジ付きライトと、アクノリッジなしラ
イトがある。前述した非特許文献１の仕様書に記載される言葉で言い換えれば、アクノリ
ッジ付きライトは、ライトウィズレスポンス（Write With Response）、又はライトウィ
ズアクノリッジ（Write With Acknowledge）であり、アクノリッジなしライトは、ライト
ウィズノーレスポンス（Write With No Response）、又はライトウィズノーアクノリッジ
（Write With No Acknowledge）のことである。
【００５４】
　そして、アクノリッジ付きライトが与えられたキャラクタリスティックで、クライアン
トからサーバーへデータを送信し、サーバーがデータを正常に受信した場合には、同一の
キャラクタリスティックで、サーバーからクライアントへ、アクノリッジを返す。
【００５５】
　一方、アクノリッジなしライトが与えられたキャラクタリスティックで、クライアント
からサーバーへデータを送信した場合には、データ受信の成否に関わらず、サーバーから
クライアントへアクノリッジを返す必要はない。
【００５６】
　２．３．アップロードシーケンス
　次に、独自プロファイルを用いたアップロードシーケンスについて説明する。まず、本
例の通信システムを、図１（Ｂ）に図示する。本例の通信システムは、情報を取得する第
１の情報処理装置８０と、近接無線通信により第１の情報処理装置８０と通信を行う第２
の情報処理装置９０と、を含む。なお、第１の情報処理装置８０は、前述した情報処理装
置１０（サーバー、例えば、ヘルスケアデバイス又は生体情報測定装置、測定機器）に相
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当し、第２の情報処理装置９０は、前述した外部装置５０（クライアント、例えば、スマ
ートフォン又はその他のスマートデバイス）に相当する。
【００５７】
　本実施形態では、このような通信システムにおいて、第１の情報処理装置８０の通信部
１３が、情報取得部１１により取得された情報のデータを、複数のパケットにより構成さ
れる複数のブロックに分割する（ブロック分割する）。
【００５８】
　本実施形態の独自プロファイルでは、データの単位として、複数のパケットにより構成
されるブロックという単位を規定する。例えば、３２個までのパケットをひとまとまりと
するブロックの具体例を、図２に示す。図２に示すブロック１及びブロック２は、パケッ
ト０～パケット３１を含み、ブロック３は、パケット０～パケット１９を含む。このよう
に、図２に示す各ブロックが含むことができる最大パケット数は、３２個であるが、各ブ
ロックに含まれるパケット数は、必ずしも最大パケット数でなくてもよい。なお、以下の
例及び後述する図４～図７のシーケンス図では、図２に示すブロック１～ブロック３を転
送する場合を例に説明を行う。
【００５９】
　また、パケットとしては、図３に示すものを用いる。具体的には、パケットは、２ｂｙ
ｔｅのパケット識別子と、１８ｂｙｔｅのデータ部（ペイロード）から構成される。デー
タ部には、情報取得部１１により取得された情報のデータそのものが、分割して格納され
る。そして、パケット識別子には、開始ビットと、終了ビットと、シーケンス番号と、パ
ケット有効サイズとが含まれる。
【００６０】
　まず、開始ビットは、送信したいデータ全体の最初のパケットである場合に１が設定さ
れ、そうでない場合には０が設定されるビットである。例えば、図２の例では、ブロック
１に含まれるパケット０の開始ビットが１になり、その他のパケットの開始ビットが全て
０になる。
【００６１】
　次に、終了ビットは、送信したいデータ全体の最後のパケットである場合に１が設定さ
れ、そうでない場合には０が設定されるビットである。例えば、図２の例では、ブロック
３に含まれるパケット１９の終了ビットが１になり、その他のパケットの終了ビットが全
て０になる。
【００６２】
　そして、シーケンス番号は、各ブロックに含まれるパケットの順番を示す番号である。
例えば、ブロック０に含まれるパケット０のシーケンス番号は０であり、ブロック０に含
まれるパケット１のシーケンス番号は１となる。また、本例では、ブロック毎に連番でシ
ーケンス番号を割り振るため、ブロック１に含まれるパケット０のシーケンス番号と、ブ
ロック２に含まれるパケット０のシーケンス番号もまた０となる。
【００６３】
　さらに、パケット有効サイズは、データ部に含まれる有効データのサイズである。本例
では、データ部が１８ｂｙｔｅであるため、最大のパケット有効サイズは１８ｂｙｔｅで
あるが、設定されるパケット有効サイズは必ずしも最大値である必要はない。例えば、パ
ケット有効サイズが１８ｂｙｔｅ未満である場合には、残りのビットを全て０にしておき
、パケット全体のサイズを２０ｂｙｔｅに揃える。
【００６４】
　そして、本実施形態では、通信部１３が、このような複数のブロックをブロック毎に第
２の情報処理装置９０へ送信するが、この際には各ブロックに含まれる複数のパケットを
連続して送信することになる。
【００６５】
　この際、仮に第２の情報処理装置９０が各パケットを受信する度に、第１の情報処理装
置８０へアクノリッジを送信する場合には、第１の情報処理装置８０は、パケットを送信
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する度に応答を待つことになる。そのため、全てのデータの送信を完了するまでに時間が
かかる。このことは、通信速度が低下することに等しい。
【００６６】
　そこで、本実施形態では、通信部１３（後述する通信部１５０）が、アクノリッジなし
リードのプロパティが与えられた第１のキャラクタリスティックで、複数のブロックを、
例えばブロック毎に送信する。つまり、通信部１３は、ブロック１のパケット０～パケッ
ト３１までを、第２の情報処理装置９０からの応答を待たずに、第１のキャラクタリステ
ィックで連続して送信する。
【００６７】
　これに対し、第２の情報処理装置９０は、第１のキャラクタリスティックで複数のブロ
ック（の各ブロック）を受信し、（各）ブロックの受信結果を、アクノリッジ付きライト
のプロパティが与えられた第２のキャラクタリスティックで第１の情報処理装置８０へ送
信する。つまり、第２の情報処理装置９０は、パケット毎にアクノリッジを送信するので
はなく、ブロック毎にその受信結果（アクノリッジ）を送信する。
【００６８】
　そして、第１の情報処理装置８０の通信部１３は、外部装置５０（第２の情報処理装置
９０、又は後述する情報処理装置２００）における（各）ブロックの受信結果を第２のキ
ャラクタリスティックで受信する。
【００６９】
　さらに、通信部１３は、受信結果として、（各）ブロックの送信に対するアクノリッジ
を、第２のキャラクタリスティックで受信した場合には、外部装置５０（第２の情報処理
装置９０）による（各）ブロックの受信が成功したと判定する。なお、第２のキャラクタ
リスティックには、アクノリッジ付きライトのプロパティが与えられているため、通信部
１３はこの後に、ブロックの受信結果を正常に受信したことを示すアクノリッジを、第２
のキャラクタリスティックでさらに返送する。
【００７０】
　以上のように、第１の情報処理装置８０が第２の情報処理装置９０へ情報をブロック毎
に送信し、第１の情報処理装置８０が第２の情報処理装置９０から、ブロック毎にその受
信結果を受信する。つまり、第１の情報処理装置８０が１回受信結果を受信するだけで、
複数のパケット送信の成否を判定すること等が可能になる。そのため、応答待ち時間を削
減して、各ブロックの転送時間を短くすることが可能である。
【００７１】
　また、前述したように、各パケットには、シーケンス番号が割り振られているため、受
信後に各パケットのデータ部に格納されているデータを、シーケンス番号順に繋ぎ合わせ
て、元のデータを復元することが可能である。
【００７２】
　よって、近接無線通信の標準プロファイルにより送受信可能な第１のデータ量よりも大
きい第２のデータ量のデータを、近接無線通信により送受信することが可能となる。
【００７３】
　次に、図４のシーケンス図を用いて、アップロードシーケンスの具体的な処理の流れを
説明する。図４の具体例では、測定機器（第１の情報処理装置８０）からスマートフォン
（第２の情報処理装置９０）へ、図２のブロック１～ブロック３を送信する。
【００７４】
　まず、通信部１３は、情報を送信可能な状態になった場合に、アクノリッジ付きリード
（Indicate）のプロパティが与えられた第３のキャラクタリスティックで、情報のアップ
ロードデータサイズを外部装置５０へ送信する（Ｔ１０１）。
【００７５】
　具体的には、第３のキャラクタリスティックとして、Upload Data Sizeという名前のキ
ャラクタリスティックを用い、ブロック１のデータサイズが６４０Ｂｙｔｅであることと
、ブロック２のデータサイズが６４０Ｂｙｔｅであることと、ブロック３のデータサイズ
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が４００Ｂｙｔｅであることを、測定機器からスマートフォンへ送信する（Ｔ１０１）。
【００７６】
　そして、スマートフォンの通信部は、アップロードデータサイズを正常に受信できた場
合には、同じUpload Data Sizeのキャラクタリスティックで、アクノリッジを測定機器へ
送信する（Ｔ１０２）。
【００７７】
　これにより、データの送信を開始することと、アップロードデータサイズとを通知する
と共に、外部装置５０が送信開始を了解した旨を受信すること等が可能になる。
【００７８】
　次に、前述したように、測定機器の通信部１３は、Upload Dataという名前の第１のキ
ャラクタリスティックで、ブロック１を送信する（Ｔ１０３）。このUpload Dataには、
アクノリッジなしリード（Notification）のプロパティが与えられているため、前述した
ように、スマートフォンが測定機器側からパケットを受信する度に、アクノリッジを送信
する必要はない。
【００７９】
　そのため、スマートフォンの通信部は、ブロック１の受信後に、Upload Orderという名
前の第２のキャラクタリスティックで、ブロック１を正常に受信したことを示すアクノリ
ッジ（ブロック１の受信結果）を送信する（Ｔ１０４）。なお、本例は、ブロック１に含
まれるパケット０～パケット３１を全て正常に受信できた場合である。さらに、このUplo
ad Orderには、アクノリッジ付きライト（Write With Response）のプロパティが与えら
れているため、測定機器の通信部１３は、受信結果を正常に受信できた場合には、さらに
アクノリッジを返送する（Ｔ１０５）。
【００８０】
　次に、ブロック２の送受信についても同様に、測定機器の通信部１３が、Upload Data
でブロック２を送信する（Ｔ１０６）。そして、スマートフォンの通信部が、Upload Ord
erのキャラクタリスティックで受信結果を送信し（Ｔ１０７）、これに対して測定機器が
アクノリッジを返送する（Ｔ１０８）。ブロック３の送受信についても同様である（Ｔ１
０９～Ｔ１１１）。
【００８１】
　以上の図４の例では、ブロック１～ブロック３をそれぞれ一度の送信で正常に受信でき
ていたが、中には各ブロックを正常に受信できないこともある。その際には、ブロックの
再送を行うが、その時の処理の流れを図５のシーケンス図に示す。なお、Ｔ２０１～Ｔ２
０３は、図４のＴ１０１～Ｔ１０３と同様であるため、説明を省略する。
【００８２】
　本例では、Ｔ２０３において、ブロック１に含まれるシーケンス番号０ｘ００のパケッ
ト０～シーケンス番号０ｘ１Ｆのパケット３１を、測定機器の通信部１３が送信した結果
、スマートフォンがシーケンス番号０ｘ０９のパケット９の受信を失敗してしまったもの
とする。
【００８３】
　この場合には、スマートフォンの通信部は、受信に失敗した最初のパケットのシーケン
ス番号（ここでは、０ｘ０９）を、前述したUpload Orderのキャラクタリスティックで、
で測定機器へ送信する（Ｔ２０４）。これに対し、測定機器の通信部１３は、シーケンス
番号を正常に受信できた場合には、アクノリッジを返送する（Ｔ２０５）。
【００８４】
　そして、通信部１３は、（各）ブロックの受信結果として、送信した（各）ブロックに
含まれる複数のパケットのうちのいずれかのパケットを示すシーケンス番号を、第２のキ
ャラクタリスティック（Upload Order）で受信した場合には、複数のパケットのうち、シ
ーケンス番号に対応するパケットから再送を行う（Ｔ２０６）。
【００８５】
　つまり、本例では通信部１３が、シーケンス番号０ｘ０９を受信したため、シーケンス
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番号０ｘ０９以降のパケット、すなわちシーケンス番号０ｘ０９のパケット９～シーケン
ス番号０ｘ１Ｆのパケット３１を、Upload Dataのキャラクタリスティックで再送する（
Ｔ２０６）。
【００８６】
　これにより、各ブロックに含まれる複数のパケットを全て再送するのではなく、パケッ
トの受信失敗が発生した後のパケットだけを送信すること等が可能になる。
【００８７】
　なお、本例では、例えばシーケンス番号０ｘ０Ａ以降のパケットを、スマートフォンが
正常に受信できていたとしても、シーケンス番号０ｘ０９以降のパケットを全て再送する
。これにより、再送要求時に、スマートフォンから測定機器に送信するデータ量を抑える
ことが可能となる。
【００８８】
　そして、ブロック１を再送し、スマートフォンの通信部が、再送したパケットを全て正
常に受信できた場合には、Upload Orderのキャラクタリスティックで受信結果を測定機器
へ送信し（Ｔ２０７）、測定機器の通信部１３がアクノリッジを返送する（Ｔ２０８）。
以降の処理の流れについては、図４のＴ１０６以降と同様である。
【００８９】
　２．４．ダウンロードシーケンス
　次に、独自プロファイルを用いたダウンロードシーケンスについて説明する。まず、本
例の通信システムを、図１（Ｂ）に図示する。本例の通信システムは、情報を取得する第
２の情報処理装置８０と、近接無線通信により第２の情報処理装置８０と通信を行う第１
の情報処理装置９０と、を含む。なお、第２の情報処理装置８０は、前述した外部装置５
０（クライアント、例えば、スマートフォン又はその他のスマートデバイス）に相当し、
第１の情報処理装置９０は、前述した情報処理装置１０（サーバー、例えば、ヘルスケア
デバイス又は生体情報測定装置、測定機器）に相当する。
【００９０】
　このようにダウンロードシーケンスでは、前述したアップロードシーケンスと、サーバ
ーとクライアントが行う役割が逆になっている。ただし、データをブロック単位でまとめ
て送信し、ブロック単位の受信結果を１回で返送するという点については変わらない。そ
のため、重複する部分については、記載を適宜省略する。なお、以下で用いる第１のキャ
ラクタリスティック～第３のキャラクタリスティックは、アップロードシーケンスの説明
で述べたものとは異なるキャラクタリスティックであるものとする。
【００９１】
　具体的に、本実施形態のダウンロードシーケンスでは、第２の情報処理装置（スマート
フォン）が、前述した図２のように、送信したい情報のデータを、複数のパケットにより
構成される複数のブロックに分割する。次に、第２の情報処理装置は、アクノリッジなし
ライトのプロパティが与えられた第１のキャラクタリスティックで、第１の情報処理装置
（測定機器）へ複数のブロックを、例えばブロック毎に送信する。
【００９２】
　そして、第１の情報処理装置の通信部１３は、第１のキャラクタリスティックで、複数
のブロックを例えばブロック毎に受信する。さらに、通信部１３は、（各）ブロックの受
信結果を、アクノリッジ付きリードのプロパティが与えられた第２のキャラクタリスティ
ックで、第２の情報処理装置へ送信し、第２の情報処理装置が、第２のキャラクタリステ
ィックで受信結果を受信する。
【００９３】
　これにより、アップロードシーケンスと同様に、第１の情報処理装置がパケットを受信
する度に、逐次アクノリッジを返送する必要がなくなるため、各ブロックの送信を完了す
るまでの時間を短縮することができる。
【００９４】
　また、各ブロックの各パケットにはシーケンス番号が割り振られているため、アップロ
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ードシーケンスと同様の原理で、近接無線通信の標準プロファイルにより送受信可能な第
１のデータ量よりも大きい第２のデータ量のデータを、近接無線通信により送受信するこ
とが可能となる。
【００９５】
　次に、図６のシーケンス図を用いて、アップロードシーケンスの具体的な処理の流れを
説明する。図６の具体例では、スマートフォン（第２の情報処理装置８０）から測定機器
（第１の情報処理装置９０）へ、図２のブロック１～ブロック３を送信する。
【００９６】
　まず、スマートフォンの通信部は、情報を送信可能な状態になった場合に、アクノリッ
ジ付きライト（Write With Response）のプロパティが与えられた第３のキャラクタリス
ティックで、情報のダウンロードデータサイズを測定機器へ送信する（Ｔ３０１）。
【００９７】
　具体的には、第３のキャラクタリスティックとして、Download Data Sizeという名前の
キャラクタリスティックを用い、ブロック１のデータサイズが６４０Ｂｙｔｅであること
と、ブロック２のデータサイズが６４０Ｂｙｔｅであることと、ブロック３のデータサイ
ズが４００Ｂｙｔｅであることを、スマートフォンから測定機器へ送信する（Ｔ３０１）
。
【００９８】
　そして、測定機器の通信部１３は、ダウンロードデータサイズを正常に受信できた場合
には、同じDownload Data Sizeのキャラクタリスティックで、アクノリッジをスマートフ
ォンへ送信する（Ｔ３０２）。
【００９９】
　これにより、データの送信が開始されることと、ダウンロードデータサイズとを測定機
器が受信できると共に、測定機器が送信開始を了解した旨をスマートフォンに通知するこ
と等が可能になる。
【０１００】
　次に、前述したように、スマートフォンの通信部は、Download Dataという名前の第１
のキャラクタリスティックで、ブロック１を送信する（Ｔ３０３）。このDownload Data
には、アクノリッジなしライト（Write With No Response）のプロパティが与えられてい
るため、前述したように、測定機器がスマートフォンからパケットを受信する度に、アク
ノリッジを送信する必要はない。
【０１０１】
　そのため、測定機器の通信部１３は、ブロック１の受信後に、Download Orderという名
前の第２のキャラクタリスティックで、ブロック１を正常に受信したことを示すアクノリ
ッジ（ブロック１の受信結果）を送信する（Ｔ３０４）。なお、本例は、ブロック１に含
まれるパケット０～パケット３１を全て正常に受信できた場合である。さらに、このDown
load Orderには、アクノリッジなしリード（Indicate）のプロパティが与えられているた
め、スマートフォンの通信部は、受信結果を正常に受信できた場合には、さらにDownload
 Orderのキャラクタリスティックでアクノリッジを返送する（Ｔ３０５）。
【０１０２】
　次に、ブロック２の送受信についても同様に、スマートフォンの通信部が、Download D
ataのキャラクタリスティックで、ブロック２を送信する（Ｔ３０６）。そして、測定機
器の通信部１３が、Download Orderのキャラクタリスティックで、受信結果を送信し（Ｔ
３０７）、これに対してスマートフォンがアクノリッジを返送する（Ｔ３０８）。ブロッ
ク３の送受信についても同様である（Ｔ３０９～Ｔ３１１）。
【０１０３】
　また、アップロードシーケンスと同様にダウンロードシーケンスでも、測定機器の通信
部１３が各ブロックを正常に受信できず、スマートフォンがブロックの再送を行う場合が
ある。その時の処理の流れを図７のシーケンス図に示す。なお、Ｔ４０１～Ｔ４０３は、
図６のＴ３０１～Ｔ３０３と同様であるため、説明を省略する。
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【０１０４】
　本例では、Ｔ４０３において、ブロック１に含まれるシーケンス番号０ｘ００のパケッ
ト０～シーケンス番号０ｘ１Ｆのパケット３１を、スマートフォンの通信部が送信した結
果、測定機器の通信部１３がシーケンス番号０ｘ０７のパケット７の受信を失敗してしま
ったものとする。
【０１０５】
　この場合には、測定機器の通信部１３は、送信された（各）ブロックに含まれる複数の
パケットのうち、受信に失敗したパケットに対応するシーケンス番号を、受信結果として
、第２のキャラクタリスティックで送信する（Ｔ４０４）。具体的には、測定機器の通信
部１３は、受信に失敗した最初のパケットのシーケンス番号（ここでは、０ｘ０７）を、
前述したDownload Orderのキャラクタリスティックで、スマートフォンへ送信する（Ｔ４
０４）。
【０１０６】
　これにより、受信に失敗した最初のパケットのシーケンス番号を、スマートフォン（外
部装置５０）へ通知すること等が可能になる。
【０１０７】
　これに対し、スマートフォンの通信部は、シーケンス番号を正常に受信できた場合に、
アクノリッジを返送する（Ｔ４０５）。
【０１０８】
　次に、スマートフォンの通信部は、複数のパケットのうち、受信したシーケンス番号に
対応するパケットから再送を行う（Ｔ４０６）。具体的に、本例ではスマートフォンの通
信部が、シーケンス番号０ｘ０７を受信したため、シーケンス番号０ｘ０７以降のパケッ
ト、すなわちシーケンス番号０ｘ０７のパケット７～シーケンス番号０ｘ１Ｆのパケット
３１を、Download Dataのキャラクタリスティックで再送する（Ｔ４０６）。
【０１０９】
　これに対し、測定機器の通信部１３は、受信結果として、受信した（各）ブロックに含
まれる複数のパケットのうちのいずれかのパケットを示すシーケンス番号を、第２のキャ
ラクタリスティックで送信した場合には（Ｔ４０４）、シーケンス番号に対応するパケッ
トから複数のパケットを再度受信する（Ｔ４０６）。
【０１１０】
　これにより、各ブロックに含まれる複数のパケットを全て再度受信するのではなく、パ
ケットの受信失敗が発生した後のパケットだけを再度受信すること等が可能になる。なお
、本例では、アップロードシーケンスと同様に、例えばシーケンス番号０ｘ０８以降のパ
ケットを、測定機器が正常に受信できていたとしても、シーケンス番号０ｘ０７以降のパ
ケットを全て再度受信するものとする。
【０１１１】
　そして、ブロック１を再度受信し、測定機器の通信部１３が、再送したパケットを全て
正常に受信できた場合には、Download Orderのキャラクタリスティックで受信結果を測定
機器へ送信し（Ｔ４０７）、スマートフォンの通信部がアクノリッジを返送する（Ｔ４０
８）。以降の処理の流れについては、図６のＴ３０６以降と同様である。
【０１１２】
　また、以上で説明したダウンロードシーケンスに従って、ヘルスケアデバイスとスマー
トフォンで近接無線通信を行えば、スマートフォンを介して、ヘルスケアデバイスのファ
ームウェアをアップデートすること等も可能になる。
【０１１３】
　２．５．通信速度変更シーケンス
　次に、通信速度変更シーケンスについて、図８のシーケンス図を用いて説明する。通信
速度変更シーケンスは、アップロード及びダウンロードの両方に対して、同じシーケンス
により行われる。
【０１１４】
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　まず、スマートフォンの通信部が、アクノリッジ付きライトのプロパティが与えられた
第４のキャラクタリスティックで、通信速度変更指示を測定機器へ送信する（Ｔ５０１）
。本例では、第４のキャラクタリスティックとして、Control Pointという名前のキャラ
クタリスティックを用いる。
【０１１５】
　この通信速度変更指示は、変更後の通信速度を表す情報であってもよいし、例えば、あ
らかじめ設定されている低速モード及び高速モードを切り替えるために用いるモード切り
替え情報などであってもよい。なお、通信速度変更指示としてモード切り替え情報を用い
る場合には、低速モードでの通信速度と、高速モードでの通信速度は、予め設定されてい
るものとする。
【０１１６】
　これに対し、測定機器の通信部１３は、アクノリッジ付きライトのプロパティが与えら
れた第４のキャラクタリスティック（Control Point）で、通信速度変更指示を受信し（
Ｔ５０１）、通信速度変更指示を正常に受信したことを示すアクノリッジを、Control Po
intで返送する（Ｔ５０２）。
【０１１７】
　そして、通信部１３は、受信した通信速度変更指示に基づいて通信速度を変更し、アク
ノリッジ付きリード（Indicate）のプロパティが与えられた第５のキャラクタリスティッ
クで、通信速度変更完了通知を送信する（Ｔ５０３）。本例では、第５のキャラクタリス
ティックとして、Data Eventという名前のキャラクタリスティックを用いる。
【０１１８】
　最後に、スマートフォンの通信部が、通信速度変更完了通知を正常に受信できた場合に
は、そのことを示すアクノリッジをData Eventで返送して（Ｔ５０４）、処理を終了する
。
【０１１９】
　これにより、受信した通信速度変更指示が示す通信速度で通信を行うこと等が可能にな
る。
【０１２０】
　３．応用例
　次に、標準プロファイルに基づいて第１の生体情報を送信し、独自プロファイルに基づ
いて第２の生体情報を送信する例について説明する。
【０１２１】
　３．１．システム構成例
　まず、図９に本実施形態の生体情報測定装置１００、情報処理装置２００及びこれらを
含む生体情報測定システムの構成例を示す。生体情報測定装置１００は、センサー部１１
０と、処理部１３０と、通信部１５０と、時刻出力部１７０と、記憶部１９０と、を含む
。一方、情報処理装置２００は、通信部２１０と、処理部２３０と、を含む。なお、生体
情報測定装置１００は、前述した図１（Ａ）の情報処理装置１０に相当し、情報処理装置
２００は、前述した図１（Ａ）の外部装置５０に相当する。
【０１２２】
　また、生体情報測定装置１００、情報処理装置２００及びこれらを含む生体情報測定シ
ステムは、図９の構成に限定されず、これらの一部の構成要素を省略したり、他の構成要
素を追加したりするなどの種々の変形実施が可能である。さらに、情報処理装置２００の
一部又は全部の機能は、生体情報測定装置１００又は情報処理装置２００と通信により接
続されたサーバーにより実現されてもよい。
【０１２３】
　次に、生体情報測定装置１００の各部について説明する。
【０１２４】
　まず、センサー部１１０は、例えば脈波センサー、温度センサー及び体動センサーなど
である。そして、センサー部１１０は、一つのセンサーにより構成されるとは限らず、複
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数種類のセンサーにより構成されていてもよい。また、センサー部１１０が複数種類のセ
ンサーから構成される場合には、生体情報測定装置１００の異なる位置（部位）に各セン
サーが設けられても良い。
【０１２５】
　ここで、脈波センサーは、脈波センサー信号を検出するためのセンサーであり、例えば
光電センサー等が考えられる。ただし、脈波センサーとして光電センサーを用いるとは限
らず、超音波を用いたセンサー等のその他のセンサーを用いてもよい。
【０１２６】
　また、体動センサーとしては、モーションセンサー（加速度センサー）や、圧力センサ
ー（接触圧センサー）等を用いる。さらに、体動センサーとして、複数種類のセンサーを
設けても良い。
【０１２７】
　次に、処理部１３０は、センサー部１１０から得られるセンサー情報に基づいて、生体
情報（第１の生体情報及び第２の生体情報）を検出する。なお、図９の処理部１３０は、
前述した図１（Ａ）の情報取得部１１に相当する。
【０１２８】
　そして、通信部１５０は、生体情報（第１の生体情報及び第２の生体情報）を情報処理
装置２００へ送信する。なお、図９の通信部１５０は、前述した図１（Ａ）の通信部１３
に相当する。また、処理部１３０及び通信部１５０の機能は、各種プロセッサー（ＣＰＵ
等）、ＡＳＩＣ（ゲートアレイ等）などのハードウェアや、プログラムなどにより実現で
きる。
【０１２９】
　さらに、時刻出力部１７０は、時刻を出力する。時刻出力部１７０の機能は、例えばハ
ードウェアタイマーなどを用いて実現される。
【０１３０】
　次に、記憶部１９０は、生体情報（第２の生体情報）を蓄積（ロギング）して記憶する
。さらに、記憶部１９０は、処理部１３０や通信部１５０等のワーク領域となるものでも
あり、その機能はＲＡＭ等のメモリーやＨＤＤなどにより実現できる。
【０１３１】
　次に、情報処理装置２００の各部について説明する。
【０１３２】
　まず、通信部２１０は、生体情報測定装置１００の通信部２１０と近接無線通信を行っ
て、生体情報を取得する。
【０１３３】
　そして、処理部２３０は、通信部２１０が受信した生体情報等に基づいて各種処理を行
う。例えば、処理部２３０は、取得した生体情報を外部の表示部に表示させる処理などを
行う。なお、通信部２１０及び処理部２３０の機能は、各種プロセッサー（ＣＰＵ等）、
ＡＳＩＣ（ゲートアレイ等）などのハードウェアや、プログラムなどにより実現できる。
【０１３４】
　３．２．処理の詳細
　本実施形態において生体情報測定装置１００から情報処理装置２００へ送信する情報は
、生体情報である。そして、前述したように、生体情報には、近接無線通信の通信規格（
ＢＬＥ）の標準プロファイルにおいて送受信方法が規定されている第１の生体情報と、通
信規格（ＢＬＥ）の標準プロファイルにおいて送受信方法が規定されていない第２の生体
情報がある。
【０１３５】
　具体的に、図１０に示すように、第１の生体情報は、脈拍数、体温、歩数及び消費カロ
リーなどである。一方、第２の生体情報は、摂取カロリー、精神ストレス情報、睡眠情報
及び行動分析情報のうちの少なくとも１つの情報を含む。
【０１３６】
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　これにより、情報処理装置２００に被検体の生体情報を送信すること等が可能になる。
【０１３７】
　そして、本実施形態では生体情報測定装置１００の通信部１５０は、通信部１５０が行
う通信の通信規格における標準プロファイルに基づいて、第１の生体情報を送信し、前述
の通信規格における独自プロファイルに基づいて、第２の生体情報を送信する。
【０１３８】
　これにより、第１の生体情報だけではなく、標準プロファイルでは送信することができ
ない第２の生体情報も送信すること等が可能になる。
【０１３９】
　また、本実施形態で用いる通信規格は、近接無線通信規格であり、標準プロファイルは
、近接無線通信規格において標準化されているプロファイルである。より具体的には、近
接無線通信規格は、ＢＬＥである。
【０１４０】
　これにより、近接無線通信規格に従って、生体情報の送受信を行うこと等が可能になる
。具体的には、ＢＬＥにおいて定められている標準プロファイルに従って、第１の生体情
報の送受信を行うことできる。
【０１４１】
　また、生体情報測定装置１００が、第２の生体情報を独自プロファイルに従って、情報
処理装置２００へ送信する場合には、主に図４、図５を用いて前述したアップロードシー
ケンス時の処理を行う。具体的には前述したように、通信部１５０は、第２の生体情報の
データを、複数のパケットにより構成される複数のブロックに分割し、複数のブロックを
、例えばブロック毎に送信する。
【０１４２】
　これにより、近接無線通信の標準プロファイルにより送受信可能な第１のデータ量より
も大きい第２のデータ量のデータ（第２の生体情報のデータ）を、近接無線通信により送
受信することが可能となる。
【０１４３】
　また、生体情報測定装置１００の通信部１５０は、第１の生体情報を第１の通信周期で
送信し、記憶部１９０に記憶された第２の生体情報を、第１の通信周期よりも長い第２の
通信周期で送信する。
【０１４４】
　より具体的に言い換えれば、通信部１５０は、第１の通信周期の（各）送信タイミング
において、第１のデータ量で第１の生体情報を送信し、第２の通信周期の（各）送信タイ
ミングにおいて、第１のデータ量よりも多い第２のデータ量で、第２の生体情報を送信す
る。
【０１４５】
　そして、情報処理装置２００の通信部２１０が、第１の通信周期で第１の生体情報を受
信し、第２の通信周期で第２の生体情報を受信する。
【０１４６】
　これにより、リアルタイム性を満たしつつ、第１の生体情報の送受信を行い、第２の生
体情報を所与のタイミングにおいて、まとめて送受信すること等が可能になる。
【０１４７】
　具体例を図１１に示す。図１１には、横軸を時間軸として、第１の通信周期の各送信タ
イミングと、第２の通信周期の各送信タイミングを示す。本例では、第１の通信周期が１
秒であり、第２の通信周期が１時間であるものとする。
【０１４８】
　この時、本例では時刻０：００ちょうどが、第２の通信周期の１回目の送信タイミング
ＴＭ２１となり、次の２回目の送信タイミングＴＭ２２が、その１時間後の時刻１：００
ちょうどとなる。
【０１４９】
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　また、図１１の二段目は、図１１の一段目から、時刻０：００～時刻０：１０の時間帯
を抜き出して図示しており、さらに、図１１の三段目は、図１１の二段目から、時刻０：
００～時刻０：０１の時間帯を拡大して抜き出して図示している。図１１の三段目に示す
ように、本例では、時刻０：００：００ちょうどが、第１の通信周期の１回目の送信タイ
ミングＴＭ１１となり、その１秒後の時刻０：００：０１が２回目の送信タイミングＴＭ
１２となる。
【０１５０】
　本実施形態では、図１１の例に示すように、第２の通信周期が第１の通信周期よりも長
い。そのため、データ量の大きい第２の生体情報を、短い通信周期で、連続して送信し続
けるといった処理を行わなくて済む。その結果、生体情報測定装置１００から情報処理装
置２００へ第２の生体情報を送信しつつも、ＢＬＥの省電力性を維持すること等が可能に
なる。
【０１５１】
　また、図１１のような送信タイミングに通信を行うために、通信部１５０は、時刻出力
部１７０により出力される時刻に基づいて、第２の生体情報の送信タイミングを判定し、
判定された送信タイミングに第２の生体情報を送信する。
【０１５２】
　これにより、所与の通信周期でデータの送受信を行うこと等が可能になる。
【０１５３】
　また本例では、第１の生体情報の検出周期は、第１の通信周期と同じ１秒間隔に設定さ
れている。そのため、情報処理装置２００は、受信した第１の生体情報を、受信した時刻
に検出された情報であるとみなすことができる。そして、第１の通信周期は十分に短いた
め、そのようにみなしても問題になることはない。
【０１５４】
　これに対し、第２の生体情報の検出周期は、第２の通信周期よりも短い周期であること
が多い。例えば、第２の生体情報の検出周期は、第１の生体情報の検出周期と同じ周期で
ある。そのため、第２の生体情報だけを第２の通信周期で送信しても、情報処理装置２０
０は、受信した第２の生体情報がいつ検出された情報かを判定することができない。
【０１５５】
　そこで、生体情報測定装置１００の記憶部１９０は、時刻出力部１７０から出力される
測定時刻に関連付けて、第２の生体情報を蓄積（ロギング）して記憶しておく。なお、測
定時刻は、生体情報を検出したタイミングに時刻出力部１７０から出力された時刻である
。
【０１５６】
　これにより、情報処理装置２００が、受信した第２の生体情報の測定時刻を特定するこ
と等が可能になる。
【０１５７】
　また、記憶部１９０は、第２の生体情報だけではなく、第１の生体情報も測定時刻に関
連付けて蓄積（ロギング）して記憶してもよい。そして、例えば生体情報測定装置１００
と情報処理装置２００の通信が切断され、再接続した後に、通信部１５０は、通信の切断
中に記憶部１９０に記憶された未送信の第１の生体情報を、独自プロファイルに従って、
情報処理装置２００に送信してもよい。この際に、通信部１５０は、第１の生体情報だけ
でなく、第１の生体情報に関連付けて記憶されている測定時刻も併せて送信してもよい。
つまり、第２の生体情報は、記憶部１９０に蓄積された第１の生体情報を含んでいてもよ
い。
【０１５８】
　これにより、情報処理装置２００との通信が切断されている間に検出された第１の生体
情報を、再接続後にまとめて送信すること等が可能になり、さらに情報処理装置２００が
、通信の切断中に検出された第１の生体情報の測定時刻を特定すること等が可能になる。
【０１５９】
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　さて、生体情報測定装置１００で計測して記録された第２の生体情報は、生体情報測定
装置１００から情報処理装置２００（スマートフォン）へ送信された後に、情報処理装置
２００からＷｅｂサーバーへ送信される。
【０１６０】
　具体的には、図１１を用いて説明したように、生体情報測定装置１００は、毎正時到達
時点で、過去１時間分の第２の生体情報を情報処理装置２００へ送信する。そして、情報
処理装置２００は、生体情報測定装置１００から第２の生体情報を受信した後に、Ｗｅｂ
サーバーに第２の生体情報をアップロードする。
【０１６１】
　この際に、市場で使用されている全ての情報処理装置２００から、同じタイミングでＷ
ｅｂサーバーに対してアップロードが行われてしまうため、Ｗｅｂサーバーへの負荷集中
が発生し、重大な障害が発生する危険性がある。
【０１６２】
　そこで、本実施形態では、第２の生体情報の送信タイミングを生体情報測定装置１００
毎にずらす。これにより、情報処理装置２００が同じタイミングに一斉に、第２の生体情
報をＷｅｂサーバーにアップロードしてしまうことを防ぐ。
【０１６３】
　具体的には、生体情報測定装置１００の通信部１５０が、機器固有情報に基づいて、生
体情報の送信タイミングの遅延時間を求める。そして、通信部１５０は、時刻出力部１７
０から出力された時刻に基づいて、第１の送信タイミングを求め、第１の送信タイミング
から、求めた遅延時間だけ遅延した第２の送信タイミングにおいて、生体情報（第２の生
体情報）を送信する。
【０１６４】
　そして、情報処理装置２００の通信部２１０は、第２の送信タイミングにおいて生体情
報（第２の生体情報）を受信する。
【０１６５】
　ここで、機器固有情報としては、生体情報測定装置１００の製造時に固体毎に付与され
るユニークな回路ＩＤを用いる。そして、回路ＩＤを下式（１）で表されるハッシュ関数
へ入力して、遅延時間ＤＴを算出する。なお、下式（１）のＩＮは、回路ＩＤを表し、Ｄ
Ｔは遅延時間を表す。本例の場合には、これにより、０～５９９秒の遅延時間を生成でき
る。
【０１６６】
【数１】

【０１６７】
　また、第１の送信タイミングは、例えば毎正時であり、図１２では、タイミングＴＭ２
１～タイミングＴＭ２３のことである。
【０１６８】
　そして、第２の送信タイミングとして、求めた遅延時間ＤＴだけ、第１の送信タイミン
グから遅延した時刻を求める。具体的に、図１２の例では、タイミングＴＭ３１～タイミ
ングＴＭ３３が、第２の送信タイミングとなる。
【０１６９】
　以上のように、回路ＩＤ（機器固有情報）は生体情報測定装置１００毎に異なる情報で
あるため、上記のハッシュ関数により算出された遅延時間ＤＴは分散した値となる。
【０１７０】
　これにより、情報処理装置２００へ第２の生体情報を送信するタイミングが分散するた
め、情報処理装置２００がＷｅｂサーバーへ第２の生体情報を送信するタイミングも分散
させることが可能になる。したがって、Ｗｅｂサーバーへの負荷分散を実現することが可
能となる。
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【０１７１】
　次に、図１３のシーケンス図を用いて、本実施形態の処理の流れについて説明する。
【０１７２】
　まず、１秒周期で、生体情報測定装置１００のセンサー部１１０が、センサー情報を検
出し（Ｓ１０１）、センサー情報を処理部１３０へ通知する（Ｓ１０２）。
【０１７３】
　次に、処理部１３０が、センサー情報に基づいて、第１の生体情報と第２の生体情報を
検出する（Ｓ１０３）。そして、記憶部１９０は、処理部１３０から第２の生体情報を取
得し（Ｓ１０４）、時刻出力部１７０から得られる第２の生体情報の測定時刻に関連付け
て、第２の生体情報を記憶する（Ｓ１０５）。
【０１７４】
　一方で、通信部１５０は、処理部１３０から第１の生体情報を取得し（Ｓ１０６）、第
１の生体情報をＢＬＥの標準プロファイルに従って、情報処理装置２００の通信部２１０
へ送信する（Ｓ１０７）。そして、情報処理装置２００の処理部２３０は、第１の生体情
報を通信部２１０から取得し（Ｓ１０８）、各種処理を行う。なお、ステップＳ１０４～
ステップＳ１０５と、ステップＳ１０６～ステップＳ１０８は、順番が逆であってもよい
し、並列に行ってもよい。以上が、第１の生体情報の送受信処理の一連の流れである。こ
のステップＳ１０１～ステップＳ１０８の処理は、第１の通信周期（第１の検出周期）毎
に行う。
【０１７５】
　次に、情報処理装置２００の処理部２３０は、第２の生体情報を受信する前に、第１の
通信速度から第１の通信速度よりも速い第２の通信速度へと、通信速度の変更を指示する
。つまり、処理部２３０は、第２の通信速度への通信速度変更指示を通信部２１０へ通知
する（Ｓ１０９）。ここで、第１の通信速度は、ステップＳ１０７における第１の生体情
報の送信時における通信速度である。
【０１７６】
　そして、情報処理装置２００の通信部２１０は、生体情報測定装置１００の通信部１５
０へ、通信速度変更指示を送信する（Ｓ１１０）。
【０１７７】
　一方、生体情報測定装置１００の通信部１５０は、受信した通信速度変更指示に基づい
て、通信速度を変更する（Ｓ１１１）。つまり、通信部１５０は、第２の生体情報を送信
する前に、第１の通信速度から第１の通信速度よりも速い第２の通信速度へと、通信速度
を変更する（Ｓ１１１）。
【０１７８】
　そして、通信部１５０は、記憶部１９０から測定時刻と共に第２の生体情報を取得する
（Ｓ１１２）。さらに、通信部１５０は、前述した第２の送信タイミングにおいて、図４
等を用いて前述した独自プロファイルのアップロードシーケンスにより、第２の生体情報
を情報処理装置２００の通信部２１０へ送信する（Ｓ１１３）。そして、情報処理装置２
００の処理部２３０は、通信部２１０から第２の生体情報を取得する（Ｓ１１４）。
【０１７９】
　そして、処理部２３０は、第２の生体情報の送信完了後に、第２の通信速度よりも遅い
第３の通信速度へと、通信速度の変更を指示する（Ｓ１１５）。つまり、処理部２３０は
、第３の通信速度への通信速度変更指示を通信部２１０へ通知する（Ｓ１１５）。ここで
、第３の通信速度は、第１の通信速度と同じ通信速度であってもよい。
【０１８０】
　そして、情報処理装置２００の通信部２１０は、生体情報測定装置１００の通信部１５
０へ、通信速度変更指示を送信する（Ｓ１１６）。
【０１８１】
　これに対し、生体情報測定装置１００の通信部１５０は、受信した通信速度変更指示に
基づいて、通信速度を変更する（Ｓ１１７）。つまり、通信部１５０は、第２の生体情報
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の送信完了後に、第２の通信速度よりも遅い第３の通信速度へと、通信速度を変更する（
Ｓ１１７）。以上が、第２の生体情報の送受信処理の一連の流れである。なお、このステ
ップＳ１０９～ステップＳ１１７の処理は、第２の通信周期毎に行う。
【０１８２】
　このように、独自プロファイルに従って通信を行う間だけ通信速度を上げつつ、独自プ
ロファイルによらないで通信を行う際には通信速度を下げるため、省電力性を維持するこ
と等が可能になる。
【０１８３】
　また、独自プロファイルに従って生体情報を送信する際には、前述したアップロードデ
ータサイズを通知することに加えて、以下のような処理が行われる。
【０１８４】
　まず、生体情報測定装置１００の通信部１５０が、第２の送信タイミングにおいて、生
体情報を送信可能である場合には、生体情報を送信可能になったことの通知を情報処理装
置２００へ送信する。
【０１８５】
　そして、情報処理装置２００の処理部２３０は、第２の生体情報が送信可能になったこ
との通知を、生体情報測定装置１００から通信部２１０が受信した場合に、生体情報測定
装置１００に対して、第２の生体情報の送信開始を指示する。その際には、通信部２１０
が、送信開始指示を生体情報測定装置１００へ送信する。
【０１８６】
　以降の処理は、前述した図４のＴ１０１以降と同様である。具体的には、通信部１５０
が、情報処理装置２００から送信開始指示を受信した場合に、アクノリッジ付きリードの
プロパティが与えられた第３のキャラクタリスティックで、生体情報のアップロードデー
タサイズを情報処理装置２００へ送信して、生体情報の送信を開始する。
【０１８７】
　４．生体情報測定装置の構成例
　図１４（Ａ）、図１４（Ｂ）、図１５に本実施形態の生体情報測定装置（生体情報検出
装置）の外観図を示す。図１４（Ａ）は生体情報測定装置を正面方向側から見た図であり
、図１４（Ｂ）は上方向側から見た図であり、図１５は側面方向側から見た図である。
【０１８８】
　図１４（Ａ）～図１５に示すように本実施形態の生体情報測定装置は、バンド部５１０
とケース部５３０とセンサー部１１０を有する。ケース部５３０は、バンド部５１０に取
り付けられる。センサー部１１０は、ケース部５３０に設けられる。また、生体情報測定
装置は前述した図９に示すように、処理部１３０と、通信部１５０と、時刻出力部１７０
と、記憶部１９０と、を有し、これらはケース部５３０に設けられる。なお、本実施形態
の生体情報測定装置は図１４（Ａ）～図１５等の構成に限定されず、その構成要素の一部
を省略したり、他の構成要素に置き換えたり、他の構成要素を追加するなどの種々の変形
実施が可能である。
【０１８９】
　バンド部５１０は、ユーザーの手首に巻き付けて生体情報測定装置を装着するためのも
のである。バンド部５１０は、穴部５１２、バックル部５１４を有する。バックル部５１
４はバンド挿入部５１５と突起部５１６を有する。ユーザーは、バンド部５１０の一端側
を、バックル部５１４のバンド挿入部５１５に挿入し、バンド部５１０の穴部５１２にバ
ックル部５１４の突起部５１６を挿入することで、生体情報測定装置を手首に装着するこ
とができる。この場合、どの穴部５１２に突起部５１６を挿入するかに応じて、センサー
部１１０への押圧（手首表面に対する押圧）の大きさが調整される。
【０１９０】
　ケース部５３０は、生体情報測定装置の本体部に相当するものである。ケース部５３０
の内部には、センサー部１１０、処理部１３０等の生体情報測定装置の種々の構成部品が
設けられる。即ち、ケース部５３０は、これらの構成部品を収納する筐体である。



(23) JP 6343927 B2 2018.6.20

10

20

30

40

50

【０１９１】
　ケース部５３０には発光窓部５３２が設けられている。発光窓部５３２は透光部材によ
り形成されている。そしてケース部５３０には、フレキシブル基板に実装された発光部（
ＬＥＤ）が設けられており、この発光部からの光が、発光窓部５３２を介してケース部５
３０の外部に照射される。
【０１９２】
　図１５に示すようにケース部５３０には端子部５３１が設けられている。生体情報測定
装置を図示しないクレードルに装着すると、クレードルの端子部とケース部５３０の端子
部５３１が電気的に接続される。これにより、ケース部５３０に設けられる二次電池（バ
ッテリー）の充電が可能になる。
【０１９３】
　センサー部１１０は被検体の脈波等の生体情報を検出するものである。例えばセンサー
部１１０は、受光部と発光部を有する。またセンサー部１１０は、透光部材により形成さ
れ、被検体の皮膚表面に接触して押圧を与える凸部５５２を有する。このように凸部５５
２が皮膚表面に押圧を与えた状態で、発光部が光を出射し、その光が被検体（血管）によ
り反射された光を受光部が受光し、その受光結果が検出信号として処理部１３０に出力さ
れる。そして、処理部１３０は、センサー部１１０からの検出信号に基づいて脈波等の生
体情報を検出する。なお、本実施形態の生体情報測定装置の検出対象となる生体情報は、
脈波（脈拍数）には限定されず、生体情報測定装置は、脈波以外の生体情報（例えば血液
中の酸素飽和度、体温、心拍等）を検出する装置であってもよい。
【０１９４】
　図１６は生体情報測定装置１００の装着及び携帯型通信端末２００との通信についての
説明図である。
【０１９５】
　図１６に示すように被検体であるユーザーは手首４１０に生体情報測定装置１００を時
計のように装着する。図１５に示すように、ケース部５３０の被検体側の面にはセンサー
部１１０が設けられている。従って、生体情報測定装置１００が装着されると、センサー
部１１０の凸部５５２が手首４１０の皮膚表面に接触して押圧を与え、その状態でセンサ
ー部１１０の発光部が光を発光し、受光部が反射光を受光することで脈波等の生体情報が
検出される。
【０１９６】
　生体情報測定装置１００と情報処理装置２００は通信接続されて、データのやり取りが
可能になっている。情報処理装置２００は、例えばスマートフォン、携帯電話機、フュー
チャーフォン等の携帯型通信端末である。或いは情報処理装置２００は、タブレット型コ
ンピューター等の情報処理端末であってもよい。生体情報測定装置１００と情報処理装置
２００の通信接続としては、例えばブルートゥース等の近接無線通信を採用できる。この
ように生体情報測定装置１００と携帯型通信端末２００が通信接続されることで、携帯型
通信端末２００の表示部４３０（ＬＣＤ等）に、脈拍数や消費カロリーなどの各種の生体
情報（第１の生体情報、第２の生体情報）を表示できる。即ち、センサー部１１０の検出
信号に基づき求められた各種の情報を表示できる。なお、脈拍数や消費カロリーなどの情
報の演算処理は、生体情報測定装置１００において実行してもよいし、その少なくとも一
部を携帯型通信端末２００において実行してもよい。
【０１９７】
　なお、本実施形態の情報処理装置、通信方法及び通信システム等は、その処理の一部ま
たは大部分をプログラムにより実現してもよい。この場合には、ＣＰＵ等のプロセッサー
がプログラムを実行することで、本実施形態の情報処理装置、通信方法及び通信システム
等が実現される。具体的には、非一時的な情報記憶装置に記憶されたプログラムが読み出
され、読み出されたプログラムをＣＰＵ等のプロセッサーが実行する。ここで、情報記憶
装置（コンピューターにより読み取り可能な装置）は、プログラムやデータなどを格納す
るものであり、その機能は、光ディスク（ＤＶＤ、ＣＤ等）、ＨＤＤ（ハードディスクド
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て、ＣＰＵ等のプロセッサーは、情報記憶装置に格納されるプログラム（データ）に基づ
いて本実施形態の種々の処理を行う。即ち、情報記憶装置には、本実施形態の各部として
コンピューター（操作部、処理部、記憶部、出力部を備える装置）を機能させるためのプ
ログラム（各部の処理をコンピューターに実行させるためのプログラム）が記憶される。
【０１９８】
　また、本実施形態の情報処理装置及び通信システム等は、プロセッサーとメモリーを含
んでも良い。ここでのプロセッサーは、例えばＣＰＵ（Central Processing Unit）であ
ってもよい。ただし、プロセッサーはＣＰＵに限定されるものではなく、ＧＰＵ（Graphi
cs Processing Unit）、或いはＤＳＰ（Digital Signal Processor）等、各種プロセッサ
ーを用いることが可能である。また、プロセッサーはＡＳＩＣ（Application Specific I
ntegrated Circuit）によるハードウェア回路でもよい。また、メモリーはコンピュータ
ーにより読み取り可能な命令を格納するものであり、当該命令がプロセッサーにより実行
されることで、本実施形態に係る情報処理装置及び通信システム等の各部が実現されるこ
とになる。ここでのメモリーは、ＳＲＡＭ（Static Random Access Memory）、ＤＲＡＭ
（Dynamic Random Access Memory）などの半導体メモリーであってもよいし、レジスター
やハードディスク等でもよい。また、ここでの命令は、プログラムを構成する命令セット
の命令でもよいし、プロセッサーのハードウェア回路に対して操作を指示する命令であっ
てもよい。
【０１９９】
　以上のように本実施形態について詳細に説明したが、本発明の新規事項および効果から
実体的に逸脱しない多くの変形が可能であることは当業者には容易に理解できるであろう
。従って、このような変形例はすべて本発明の範囲に含まれるものとする。例えば、明細
書又は図面において、少なくとも一度、より広義または同義な異なる用語と共に記載され
た用語は、明細書又は図面のいかなる箇所においても、その異なる用語に置き換えること
ができる。また、情報処理装置及び通信システムの構成、動作も本実施形態で説明したも
のに限定されず、種々の変形実施が可能である。
【符号の説明】
【０２００】
１０　情報処理装置、１１　情報取得部、１３　通信部、５０　外部装置、
８０　第１の情報処理装置、９０　第２の情報処理装置、１００　生体情報測定装置、
１１０　センサー部、１３０　処理部、１５０　通信部、１７０　時刻出力部、
１９０　記憶部、２００　情報処理装置（携帯型通信端末、）２１０　通信部、
２３０　処理部、４１０　手首、４３０　表示部、５１０　バンド部、５１２　穴部、
５１４　バックル部、５１５　バンド挿入部、５１６　突起部、５３０　ケース部、
５３１　端子部、５３２　発光窓部、５５２　凸部
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